
令和６年（2024）５月10日秩父市議会だより （6）

総
務
委
員
会

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
９

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
専
決
処
分

５
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
︵
第
８
回
︶

〇
承
認

◆
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結

問

現
地
調
査
を
行
っ
た
と
こ
ろ
工
事

は
８
割
方
で
き
て
い
た
が
、
契
約
を
結

ぶ
前
に
工
事
を
し
て
い
る
こ
と
は
違
法

で
は
な
い
の
か
。

答

公
共
工
事
を
行
う
場
合
、
工
事
の

途
中
で
変
更
は
あ
る
た
め
、
そ
の
都
度
、

発
注
者
と
受
注
者
で
協
議
を
し
て
文
書

を
取
り
交
わ
し
、
最
終
的
に
金
額
を
清

算
し
、
変
更
契
約
を
結
ぶ
と
い
う
段
取

り
で
進
め
て
い
る
。
今
回
も
そ
の
よ
う

に
進
め
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
間

違
っ
た
こ
と
を
や
っ
て
い
た
と
い
う
意

識
は
な
い
。

◆
体
育
施
設
条
例
の
一
部
改
正

◆
監
査
委
員
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部

改
正

◆
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
等
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

〇
以
上
４
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正

意
見

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
推
進

は
自
治
体
の
負
担
も
大
き
く
、
国
民
に

と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
が
大
き
い
た
め
、

反
対
す
る
。

〇
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
改
正

問

新
た
に
地
番
図
の
写
し
の
交
付
を

行
う
と
の
こ
と
だ
が
、
地
番
図
は
行
政

等
に
提
出
す
る
書
類
と
使
え
る
の
か
。

地
権
者
名
の
記
載
は
あ
る
の
か
。

答

発
行
す
る
地
番
図
は
、
公
的
な
申

請
書
に
添
付
す
る
書
類
と
し
て
は
使
え

な
い
。
地
権
者
の
名
前
の
記
載
は
な
く
、

土
地
の
形
状
を
示
す
線
と
地
番
の
み
。

〇
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
９

回
︶

意
見

国
民
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

に
対
す
る
不
安
も
あ
り
、
情
報
漏
洩
の

危
険
も
あ
る
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す

る
予
算
が
入
っ
て
い
る
た
め
反
対
す
る
。

〇
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
６
年
度
一
般
会
計
予
算

問

市
内
の
バ
ス
路
線
は
ど
の
路
線
が

赤
字
か
。
今
後
の
バ
ス
路
線
の
在
り
方

は
。

答

５
路
線
す
べ
て
が
赤
字
路
線
。
今

後
、
地
域
公
共
交
通
計
画
の
内
容
に

沿
っ
て
、
順
次
検
討
し
て
い
く
。

意
見

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
係
の
予
算
が

が
含
ま
れ
て
お
り
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

利
用
促
進
を
す
る
の
で
は
な
く
、
休
止
、

廃
止
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と

思
う
た
め
、
反
対
す
る
。

〇
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

常
任
委
員
会
の
報
告

附
帯
決
議
を　
　
　
　
　

　
　
　
可
決
し
ま
し
た

﹁
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
﹂
の
採
決
に
あ
た
り
、
議
員
提
出

議
案
と
し
て
附
帯
決
議
が
提
出
さ
れ
、

採
決
の
結
果
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

議
案
第
５
号

工
事
請
負
変
更
契
約
の

締
結
に
つ
い
て
に
対
す
る
附
帯
決
議

本
案
は
先
ほ
ど
可
決
さ
れ
た
議
案
第

５
号
工
事
請
負
変
更
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
︵
影
森
グ
ラ
ウ
ン
ド
多
目
的
グ
ラ

ウ
ン
ド
整
備
に
お
け
る
変
更
契
約
︶
の

本
会
議
及
び
総
務
委
員
会
に
お
い
て
の

審
議
過
程
の
中
で
、
諸
議
員
か
ら
指
摘

さ
れ
た
当
局
に
よ
る
説
明
不
足
や
、
地

方
自
治
法
に
抵
触
す
る
疑
い
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
あ
り
、
ま
た

こ
の
指
摘
に
よ
り
新
聞
報
道
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
議
会
と
し
て
意
見
を

附
帯
す
る
も
の
で
あ
る
。

総
務
委
員
会
審
議
に
お
い
て
説
明
不

足
に
つ
い
て
は
市
当
局
か
ら
陳
謝
が

あ
っ
た
が
、
地
方
自
治
法
に
抵
触
す
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
市
当
局
が
独

自
に
判
断
す
る
も
の
で
は
な
く
、
市
当

局
は
そ
の
権
限
も
有
し
な
い
た
め
、
未

だ
に
判
然
と
し
な
い
。

今
後
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
報
道
等
や
上

部
機
関
よ
り
見
解
が
示
さ
れ
た
場
合
、

議
案
を
可
決
し
た
議
会
は
そ
の
責
任
が

あ
る
こ
と
か
ら
以
下
の
こ
と
を
決
議
す
る
。

１

本
事
業
に
お
け
る
進
め
方
の
再
検

証
及
び
責
任
の
明
確
化

２

議
会
に
対
す
る
検
証
の
経
過
報
告

を
含
む
報
告
の
徹
底

３

類
似
事
案
の
再
発
防
止

附
帯
決
議
と
は
？

議
決
さ
れ
た
議
案
に
関
し
て
、
施
行

に
つ
い
て
の
議
会
の
意
見
や
希
望
な
ど

を
表
明
す
る
決
議
。

議
会
と
し
て
の
意
見
が
可
否
だ
け
で

は
十
分
に
表
明
で
き
な
い
場
合
に
、
議

決
に
あ
た
り
、
あ
わ
せ
て
附
帯
決
議
を

議
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
会
の
意
思

を
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

市
長
に
こ
れ
を
尊
重
す
る
政
治
的
、

道
義
的
な
責
務
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま

り
、
法
的
な
拘
束
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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ま
ち
づ
く
り
委
員
会

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
10

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
の
変
更

︵
ミ
ュ
ー
ズ
パ
ー
ク
ス
ポ
ー
ツ
の
森

プ
ー
ル
︶

◆
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
９

回
︶

問
﹁
埼
玉
版
ス
ー
パ
ー
シ
テ
ィ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
﹂
の
内
容
は
。

答
﹁
コ
ン
パ
ク
ト
﹂﹁
ス
マ
ー
ト
﹂﹁
レ

ジ
リ
エ
ン
ト
﹂
の
３
つ
の
要
素
を
兼
ね

備
え
た
持
続
的
な
街
づ
く
り
を
県
が
支

援
す
る
も
の
で
、
大
滝
振
興
会
館
の
一

部
を
物
流
お
よ
び
地
域
交
通
の
結
節
点

と
し
て
整
備
す
る
た
め
の
費
用
２
分
の

１
を
補
助
金
と
し
て
受
け
入
れ
る
。

問

太
田
部
橋
補
修
工
事
の
内
容
は

答

高
欄
の
腐
食
に
よ
る
変
形
、
亀
裂

等
の
補
修
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
ひ

び
割
れ
、
は
く
離
、
欠
損
等
の
補
修
、

修
復
が
主
な
内
容
で
あ
る
。

◆
５
年
度
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算
︵
第
３
回
︶

◆
５
年
度
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
︵
第
３
回
︶

◆
５
年
度
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
︵
第
３
回
︶

◆
５
年
度
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
回
︶

◆
６
年
度
一
般
会
計
予
算

問

聖
地
公
園
芝
生
墓
所
建
設
第
２
期

工
事
で
２
４
９
基
を
新
た
に
作
る
と
の

こ
と
だ
が
、
今
後
更
に
拡
張
の
予
定
は
。

答

今
回
の
工
事
で
完
了
予
定
で
あ
る
。

問

全
国
植
樹
祭
秩
父
地
域
推
進
協
議

会
負
担
金
の
詳
細
は
。

答

当
該
協
議
会
に
お
い
て
、
秩
父
地

域
全
体
で
推
進
し
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
、

普
及
啓
発
物
品
と
し
て
卓
上
ミ
ニ
フ

ラ
ッ
グ
、
１
市
４
町
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
デ
ザ
イ
ン
し
た
缶
バ
ッ
ジ
等
共
通
し

て
使
用
で
き
る
Ｐ
Ｒ
物
品
の
作
成
、
公

共
施
設
や
公
共
交
通
機
関
等
各
所
に
掲

出
す
る
Ｐ
Ｒ
看
板
の
作
成
を
予
定
し
て

い
る
。

◆
６
年
度
公
設
地
方
卸
売
市
場
特
別
会

計
予
算

◆
６
年
度
駐
車
場
事
業
特
別
会
計
予
算

問

三
峰
観
光
ト
イ
レ
浄
化
槽
改
修
工

事
に
つ
い
て
、
設
置
か
ら
年
数
が
浅
い

が
改
修
の
理
由
は
。

答

混
雑
時
に
浄
化
槽
の
処
理
能
力
を

超
え
て
し
ま
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
た

め
、
今
回
の
改
修
工
事
に
な
っ
た
。

◆
６
年
度
下
水
道
事
業
会
計
予
算

○
以
上
10
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

文
教
福
祉
委
員
会

３
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
た
議
案
17

件
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

◆
専
決
処
分

国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
改
正

◆
専
決
処
分

５
年
度
一
般
会
計
補
正

予
算
︵
第
８
回
︶︶

○
以
上
２
件
は
承
認

◆
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
支
給
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正

◆
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正

◆
児
童
福
祉
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正

◆
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
改
正

◆
大
滝
国
民
健
康
保
険
診
療
所
条
例
の

一
部
改
正

◆
市
立
幼
稚
園
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

問

６
年
度
末
に
廃
止
さ
れ
る
久
那
幼

稚
園
の
職
員
の
閉
園
後
の
勤
務
先
は
。

答

正
職
員
２
人
は
公
立
こ
ど
も
園
か

保
育
所
へ
異
動
、
会
計
年
度
任
用
職
員

２
人
は
６
年
度
末
で
任
期
満
了
と
な
る
。

◆
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
９

回
︶

◆
５
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
︵
第
４
回
︶

◆
５
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

補
正
予
算
︵
第
２
回
︶

◆
５
年
度
市
立
病
院
事
業
会
計
補
正
予

算
︵
第
４
回
︶

○
以
上
10
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

◆
６
年
度
一
般
会
計
予
算

問

高
齢
者
在
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
消

耗
品
費
の
増
額
理
由
は
。

答

救
急
活
動
に
役
立
て
る
﹁
救
急
医

療
情
報
キ
ッ
ト
﹂
１
千
個
を
購
入
。
現

在
は
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
65
歳
以
上
が

対
象
者
だ
が
、
今
後
、
65
歳
以
上
の
方

の
み
の
世
帯
、
65
歳
以
上
で
救
急
時
に

世
帯
員
に
よ
る
対
応
が
困
難
な
方
に
も

配
布
し
た
い
。

意
見

子
ど
も
に
携
わ
る
職
員
は
、
会

計
年
度
任
用
職
員
で
な
く
、
正
規
職
員

と
す
べ
き
。
ま
た
、
生
活
保
護
の
ケ
ー

ス
ワ
ー
カ
ー
の
増
員
を
要
望
す
る
こ
と

か
ら
、
反
対
す
る
。

◆
６
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予

算意
見

国
保
税
は
負
担
が
重
く
、
税
率

の
引
き
下
げ
と
、
子
ど
も
の
均
等
割
の

撤
廃
を
要
望
を
し
て
き
た
が
、
国
の
負

担
割
合
は
年
々
減
ら
さ
れ
、
税
率
が
引

き
上
げ
ら
れ
て
い
る
た
め
反
対
す
る
。

◯
以
上
２
件
は
挙
手
多
数
に
よ
り
可
決

◆
６
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算

◆
６
年
度
市
立
病
院
事
業
会
計
予
算

〇
以
上
２
件
は
原
案
の
と
お
り
可
決

救急医療情報キット


